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北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射の発表に関する対応

政府としては、今回の北朝鮮の「人工衛星」と称するミサイル発射の
発表に関して、北朝鮮に対し発射の中止を強く求めているところである
が、そのような努力にもかかわらず、北朝鮮が発射をする場合に備え、
国民生活の安全・安心を期するとの観点から、以下のとおり対応するも
のとする。

なお、政府としては、北朝鮮が設定した落下区域等を考慮すると、我
が国領域内に落下するケースは、通常は起こらないと考えており、国民
各位におかれては、平常通りの生活を送って頂きたい。

１ 落下への対処について
① 防衛大臣は自衛隊法第８２条の３第３項の規定に基づき、あらか

じめ、自衛隊の部隊に対し、落下物が我が国に飛来することが確
認された場合にそれを破壊する措置を命ずるものとする （※）。

② 防衛大臣は、破壊の措置が実施された場合には、その結果につい
て直ちに公表する。

（※）防衛大臣が命ずる措置の具体的内容については、本日（３／３０）中に公表する予定。

２ 国民等に対する情報提供について
① 政府は、北朝鮮が発射した場合には、国民各位への周知を図るこ

とを目的として、直ちに国民、地方公共団体及び報道機関等に対
し、本件に関する情報提供を行うものとする。

② 政府は、国民、地方公共団体及び報道機関等に対するエムネット
やＪアラートの活用も含めた迅速かつ的確な情報提供の要領を確
認する。

３ 落下物が我が国の領域に落下した場合の対応について
① 政府は、何らかの物体が我が国の領域に落下したと推測される場

合には、直ちに国民、地方公共団体及び報道機関等に対して必要
な情報提供を行うものとする。

② ①の情報提供の後、速やかに現地の確認を行うとともに、立入り
禁止区域の設定など所要の活動等を行うものとする。

③ このため、自衛隊・警察・消防・海上保安庁は、所要の態勢をと
るものとする。
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国民・自治体等への情報提供

【発射直後の国民・自治体・報道機関等への情報伝達経路】
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「人工衛星」と称するミサイルの発射
に係る自衛隊の対応について

平成２４年３月３０日
防 衛 省
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自衛隊の部隊の配置
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ＳＭ－３搭載護衛艦（イー
ジス艦）は日本海に１隻、
東シナ海に２隻展開。



○ ＢＭＤ統合任務部隊の組織
航空総隊司令官を「ＢＭＤ統合任務部隊指揮官」と呼称

○ 命令の期間
別命ない限り、４月１６日をもって終結

○ 破壊措置の対象と方法

北朝鮮から発射されたと考えられる弾道ミサイル等であり、我が国の弾道ミサイル防衛システムに
より我が国領域に落下することが確認されたもの
ＳＭ－３又はＰＡＣ－３を発射し、我が国領域又は周辺の公海の上空において破壊

○ 行動の範囲
我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空
ＳＭ－３搭載護衛艦の配置
ＰＡＣ－３部隊の配置

○ その他

「人工衛星」と称するミサイルが発射され次第、我が国領域における被害が予期される地域に対す
る被害の確認のための情報収集
「人工衛星」と称するミサイルによる被害に迅速に対処し得る態勢の整備

弾道ミサイル等に対する破壊措置等の実施に関する自衛隊行動命令について

○ 北朝鮮が近日中に「人工衛星」と称するミサイルを発射する可能性
・ ３月１９日、国際海事機関（ＩＭＯ）が北朝鮮の「地球観測衛星」の打上げについて通報
・ 韓国南方の全羅道西方沖合、フィリピン・ルソン島の東方沖合の一部に落下地域を設定

○ 弾道ミサイル等に対する破壊措置を自衛隊法第８２条の３第３項により実施。

情勢認識

主な命令事項
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